
参考資料３ 

全国山羊ネットワーク及び(社)畜産技術協会からの要望と該当する乳等省令の抜粋 

 

＜要望事項＞ 

  乳及び乳製品の成分規格等に関する省令（昭和 26 年 12 月 27 日厚生省令第 52 号。以下「乳

等省令」という。）に定める殺菌山羊乳の乳脂肪分（3.6％以上）および無脂固形分（8.0%以上）を

現状の実態に即した基準に変更していただきますよう要望します。 

また、現時点において基準値の引き下げが困難な場合は、別途、乳脂肪分 3.6%以下および

無脂固形分 8.0%以下のカテゴリーを新設していただくように要望します。 

 

＜乳等省令の抜粋＞ 

第２条 
≪略≫ 

６ この省令において「殺菌山羊乳」とは、直接飲用に供する目的で販売する山羊乳をい

う。 
≪略≫ 

第 3 条 乳等に関し、法第 9 条第 1 項に規定する厚生労働省令で定める場合、法第 11 条第

1 項に規定する成分規格及び製造等の方法の基準、法第 13 条第 2 項（同条第 4 項及び第

14 条第 2 項において準用する場合を含む。）に規定する総合衛生管理製造過程の製造又

は加工の方法及びその衛生管理の方法の基準並びに法第 18条第 1項に規定する器具若し

くは容器包装又はこれらの原材料の規格及び製造方法の基準については、別表に定める

ところによる。 
別表 
二 乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準 
（二）牛乳、特別牛乳、殺菌山羊乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳及び加工乳

の成分規格並びに製造及び保存の方法の基準 
（３）殺菌山羊乳 
  １ 成分規格 
   無脂乳固形分 8.0％以上 
   乳脂肪分 3.6％以上 
   比重（摂氏 15 度において） 1.030－1.034 
   酸度（乳酸として） 0.20％以下 
   細菌数（標準平板培養法で 1ｍL 当たり） 50,000 以下 
   大腸菌群 陰性 
  ２ 製造の方法の基準 
   牛乳の例によること。 
  ３ 保存の方法の基準 
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   殺菌後直ちに摂氏 10 度以下に冷却して保存すること。 
≪以下略≫ 
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